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(57)【要約】
【課題】製造する金属管の周方向や長手方向の偏肉不良
を防止し、焼き付き不良等の外観不良を防止して、品質
を向上できる、押し出しによる金属管の製造方法、マン
ドレル及び押出装置を提供する。
【解決手段】金属材料を押し出す方向に延在し、製造さ
れる金属管の内周を形成するマンドレルと、金属管の外
周を形成するダイスとを用いた押し出しによる金属管の
製造方法であって、前記マンドレルを加熱する加熱工程
と、前記マンドレルの温度を押し出しの目標設定温度に
調整する温度調整工程と、金属材料を押し出す押出工程
と、を有し、前記温度調整工程が、前記マンドレルをバ
ーナーで加熱するとともに潤滑剤を塗布する作業と、前
記マンドレルの内部に流体を流すことで該マンドレルの
温度を降下させる作業と、前記マンドレルの延在する長
手方向の温度差を確認する作業と、を備えることを特徴
とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属材料を押し出す方向に延在し、製造される金属管の内周を形成するマンドレルと、
金属管の外周を形成するダイスとを用いた押し出しによる金属管の製造方法であって、
　前記マンドレルを加熱する加熱工程と、前記マンドレルの温度を押し出しの目標設定温
度に調整する温度調整工程と、金属材料を押し出す押出工程と、を有し、
　前記温度調整工程が、前記マンドレルをバーナーで加熱するとともに潤滑剤を塗布する
作業と、前記マンドレルの内部に流体を流すことで該マンドレルの温度を降下させる作業
と、前記マンドレルの延在する長手方向の温度差を確認する作業と、を備えることを特徴
とする押し出しによる金属管の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の押し出しによる金属管の製造方法であって、
　前記温度調整工程で、前記マンドレルの長手方向の温度差が前記目標設定温度の２０℃
以内の範囲に設定されることを特徴とする押し出しによる金属管の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の金属管の製造方法であって、
　前記加熱工程で、前記マンドレルを前記目標設定温度よりも昇温させ、
　前記温度調整工程で、前記マンドレルの温度を前記目標設定温度へ降下させることを特
徴とする押し出しによる金属管の製造方法。
【請求項４】
　押し出しにより製造される金属管の内周を形成するためのマンドレルであって、
　先端を封止された筒状の外装部と、
　前記外装部に挿入され、該外装部の延在する長手方向に延びる筒状からなり、外周の長
手方向に間隔を開け複数の流体噴出穴が形成された流体供給部と、
　前記流体供給部の前記流体噴出穴から噴出した流体を排出する流体排出部と、を備える
ことを特徴とするマンドレル。
【請求項５】
　押し出しにより製造される金属管の内周を形成するためのマンドレルであって、
　先端を封止された筒状の外装部と、
　前記外装部に挿入され、該外装部の延在する長手方向に延びる筒状からなり、先端に流
体噴出穴が形成された流体供給部と、
　前記流体供給部の前記流体噴出穴から噴出した流体を排出する流体排出部と、を備え、
　前記外装部は、長手方向の基端側から先端側に向かうに連れ、漸次その肉厚を増大させ
ることを特徴とするマンドレル。
【請求項６】
　マンドレルを用いて金属管を製造する押出装置であって、
　前記マンドレルとして、請求項４又は請求項５に記載のマンドレルを用いたことを特徴
とする押出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、押し出しによる金属管の製造方法、金属管の内周を形成するマンドレル及び
押出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば円柱状の金属材料（ビレット）を押し出すことで金属管を製造する技術が
知られている（例えば、特許文献１参照）。
　一般に、このような押し出しによる金属管の製造では、押出装置に金属管の内周を形成
するマンドレル及び金属管の外周を形成するダイスが備えられ、これらマンドレルとダイ
スとの間隙からビレットを押し出すことで、金属管が製造される。
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【特許文献１】特開平８－７１６３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、押し出しによる金属管の製造では、押し出された金属管に周方向や長手方向
の偏肉不良が発生することがあり、特に押し出し初期には、マンドレル位置が安定せず偏
肉不良が生じやすいという問題があった。押し出し初期に生じる偏肉不良は、従来では例
えば２０００ｍｍにも及び、このように製造された金属管の偏肉不良部分は製品として出
荷できないため、切断して廃棄され、無駄となっていた。
【０００４】
　また、押し出し加工を滑らかに行うため、マンドレルには押し出し前に予め潤滑油（潤
滑剤）が塗布されるが、潤滑油の塗布斑等によって、製造された金属管に焼き付き不良等
の外観不良が発生することがあった。
　このように偏肉不良や外観不良が生じることで、製品の歩留まりが悪くなり、金属管の
製造には多くの費用が掛かっていた。
【０００５】
　また、近年では、押し出しで製造した金属管を切断してそのまま製品とする所謂ネット
シェイプ部品への要望があり、このような要望に対応するため、押し出しの加工精度（寸
法精度）を向上する必要があった。また、ネットシェイプ部品の場合には、従来よりも表
面品質を向上させる必要があった。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、製造する金属管の周方向や
長手方向の偏肉不良を防止し、焼き付き不良等の外観不良を防止して、品質を向上できる
、押し出しによる金属管の製造方法、マンドレル及び押出装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明は以下の手段を提案している。
　すなわち本発明は、金属材料を押し出す方向に延在し、製造される金属管の内周を形成
するマンドレルと、金属管の外周を形成するダイスとを用いた押し出しによる金属管の製
造方法であって、前記マンドレルを加熱する加熱工程と、前記マンドレルの温度を押し出
しの目標設定温度に調整する温度調整工程と、金属材料を押し出す押出工程と、を有し、
前記温度調整工程が、前記マンドレルをバーナーで加熱するとともに潤滑剤を塗布する作
業と、前記マンドレルの内部に流体を流すことで該マンドレルの温度を降下させる作業と
、前記マンドレルの延在する長手方向の温度差を確認する作業と、を備えることを特徴と
する。
【０００８】
　本発明に係る押し出しによる金属管の製造方法によれば、まず、加熱工程でマンドレル
を加熱した後、該マンドレルの温度を押し出しの目標設定温度に調整する温度調整工程を
行うこととしている。この温度調整工程は、マンドレルをバーナーで加熱するとともに潤
滑剤を塗布する作業と、マンドレルの内部に流体を流すことで該マンドレルの温度を降下
させる作業と、マンドレルの延在する長手方向の温度差を確認する作業と、を有している
。
【０００９】
　すなわち、マンドレルの温度調整工程として、マンドレルをバーナーで再加熱するとと
もに潤滑油等の潤滑剤を塗布する作業を有するので、作業者が、マンドレルの表面温度を
、該マンドレルの色、潤滑剤の蒸発状態又は燃焼状態、潤滑剤が燃焼する炎の色等から判
断して、バーナーで加熱しながらマンドレル全体に略均一の設定温度となるように調整す
るとともに潤滑剤の塗布を斑無く均一に行える。
【００１０】
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　また、マンドレルの内部に冷却水等の流体を流すことでマンドレルの温度を降下させる
作業を有するので、温度調整が短時間で行える。
【００１１】
　また、マンドレルの長手方向の温度差を確認する作業を有するので、マンドレルの長手
方向の潤滑状態が安定し、押し出し時にマンドレルの位置が早期にセンタリングされ安定
する。すなわち、従来のように、マンドレルの長手方向の温度差が比較的大きいことに起
因し潤滑状態の差及び変動が発生して、押し出し時にマンドレルの位置がなかなか安定せ
ず、偏肉不良の領域が増大するようなことが防止される。
【００１２】
　このようにマンドレルの温度調整工程が行われた後、金属材料の押し出し（押出工程）
を行うことで、より滑らかに押し出し加工が行われるので、金属管の周方向や長手方向の
偏肉不良が防止され、かつ、潤滑剤の塗布斑等に起因した焼き付き不良などの外観不良が
防止されて、品質が大幅に向上する。よって、製品歩留まりが向上し、製作費用が低減さ
れる。また、製造後の偏肉検査工程を削減できるので、生産性が向上する。
【００１３】
　また、押し出した金属管の寸法精度が充分に確保されるとともに、表面品質が向上する
ため、製造後に切削加工等を特に必要としない所謂ネットシェイプ部品として用いること
ができる。
【００１４】
　また、本発明の押し出しによる金属管の製造方法において、前記温度調整工程で、前記
マンドレルの長手方向の温度差が前記目標設定温度の２０℃以内の範囲に設定されること
としてもよい。
　本発明に係る押し出しによる金属管の製造方法によれば、温度調整工程におけるマンド
レルの長手方向の温度差が目標設定温度の２０℃以内の範囲に設定されるので、マンドレ
ルの潤滑状態が安定し、押し出し時に、マンドレルが早期にセンタリングし、押し出した
金属管の偏肉不良や外観不良がより確実に防止され、品質の高い金属管が製造できる。
【００１５】
　また、本発明の押し出しによる金属管の製造方法において、前記加熱工程で、前記マン
ドレルを前記目標設定温度よりも昇温させ、前記温度調整工程で、前記マンドレルの温度
を前記目標設定温度へ降下させることとしてもよい。
　本発明に係る押し出しによる金属管の製造方法によれば、加熱工程で、予めマンドレル
を押し出しの目標設定温度よりも昇温させておき、次いで温度調整工程で、マンドレルの
内部に冷却水等の流体を流すことで、マンドレルの温度を目標設定温度に降下させるよう
にしている。よって、例えば温度調整を低温から高温に向け加熱により行うような場合に
比べ、短時間でより精度よく調整作業が行える。
【００１６】
　また本発明は、押し出しにより製造される金属管の内周を形成するためのマンドレルで
あって、先端を封止された筒状の外装部と、前記外装部に挿入され、該外装部の延在する
長手方向に延びる筒状からなり、外周の長手方向に間隔を開け複数の流体噴出穴が形成さ
れた流体供給部と、前記流体供給部の前記流体噴出穴から噴出した流体を排出する流体排
出部と、を備えることを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係るマンドレルによれば、外装部の内部に該外装部の長手方向に延びる流体供
給部が挿入されており、流体供給部の外周には、長手方向に間隔を開け複数の流体噴出穴
が設けられている。そして、流体供給部に冷却水等の流体を流すことで、各流体噴出穴か
ら流体が噴出するとともに、該流体が外装部と流体供給部との間隙に充満して乱流を起こ
すように該外装部との間で熱交換された後、流体排出部から外部へ排出されるので、外装
部を長手方向に温度斑無く略均一に冷却できる。
【００１８】
　よって、例えば従来のように、流体供給部の先端のみに流体噴出穴を設けた場合に、流
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体噴出穴から噴出した流体が外装部と流体供給部との間を基端側へ向け流れるに連れ漸次
温度上昇して、外装部を長手方向に均一に冷却できなくなるようなことが防止される。
　また、このようにマンドレルが冷却されることで、該マンドレルの剛性が確保され、押
し出し時の曲がり等の変形が防止されるので、マンドレルの寿命が延長される。
【００１９】
　また本発明は、押し出しにより製造される金属管の内周を形成するためのマンドレルで
あって、先端を封止された筒状の外装部と、前記外装部に挿入され、該外装部の延在する
長手方向に延びる筒状からなり、先端に流体噴出穴が形成された流体供給部と、前記流体
供給部の前記流体噴出穴から噴出した流体を排出する流体排出部と、を備え、前記外装部
は、長手方向の基端側から先端側に向かうに連れ、漸次その肉厚を増大させることを特徴
とする。
【００２０】
　本発明に係るマンドレルによれば、外装部の内部に該外装部の長手方向に延びる流体供
給部が挿入されており、流体供給部の先端には流体噴出穴が設けられている。そして、流
体供給部に冷却水等の流体を流すことで、流体噴出穴から流体が噴出するとともに、該流
体が外装部と流体供給部との間隙を基端側へと流れ、外装部との間で熱交換された後、流
体排出部から外部へ排出される。ここで、外装部の肉厚は、長手方向の基端側から先端側
に向かうに連れ漸次その肉厚を増大させて形成されるので、基端側から先端側に向かうに
連れ漸次その蓄熱量が増大することとなる。
【００２１】
　すなわち、流体供給部の先端から噴出された流体は、蓄熱量の大きい先端側から蓄熱量
の少ない基端側へ向け流されながら外装部との熱交換を行うため、外装部の外周の温度は
、長手方向に略均一に温度調整される。よって、従来のように、外装部の肉厚を長手方向
に略均一に形成するとともに流体を流体供給部の先端の流体噴出穴のみから噴出した場合
に、外装部の先端側が基端側に比べ大きく温度降下し、マンドレルの長手方向の温度差が
増大するようなことが防止される。
【００２２】
　また本発明は、マンドレルを用いて金属管を製造する押出装置であって、前述のマンド
レルを用いたことを特徴としている。
　本発明に係る押出装置によれば、製造する金属管の偏肉不良や外観不良を防止でき、品
質を向上できる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る押し出しによる金属管の製造方法によれば、マンドレルの潤滑状態が安定
し、製造される金属管の周方向や長手方向の偏肉不良が防止され、かつ、焼き付き不良等
の外観不良が防止されて、品質が大幅に向上するとともに、製品歩留まりが向上し、製作
費用が低減できる。また、製造後の偏肉検査工程を削減できるので、生産性が向上すると
共に、マンドレルの損傷も低減できるので、マンドレル寿命も向上する。
　また、押し出した金属管の寸法精度が充分に確保され、表面品質が向上するため、製造
後に切削加工等を特に必要としない所謂ネットシェイプ部品として用いることができる。
【００２４】
　また、本発明に係るマンドレル及びこれを用いた押出装置によれば、マンドレルの外装
部の外周を長手方向に略均一に冷却でき、押し出し前のマンドレルの温度調整を精度よく
行うことができるので、マンドレルの潤滑状態が安定し、該マンドレルを用いて押し出し
た金属管の周方向や長手方向の偏肉不良が防止され、かつ、焼き付き不良等の外観不良が
防止されて、品質が大幅に向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１は本発明の一実施形態に係る押出装置の概略構成を示す側断面図、図２は本発明の
一実施形態に係るマンドレルの概略構成を示す側断面図、図３は本発明の一実施形態に係



(6) JP 2010-29922 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

る押し出しによる金属管の製造手順を説明する図である。
【００２６】
　本実施形態のマンドレル１を用いた押出装置２０は、例えば２２５０ｔ程度の押出圧を
有し、略円柱状の黄銅等からなる銅合金製のビレット（金属材料）Ｍを押し出して、略円
筒状の金属管Ｐを製造する。詳しくは、ビレットＭとしては、例えばφ２５０ｍｍ×Ｌ５
５０ｍｍ程度の外形を有する「三菱マテリアル社製：ＭＢＡ２、ＭＢＡ５、ＭＢＡ５２又
はＭＢＡ５０４」等を用いることができ、製造する金属管Ｐの断面寸法は、例えば外径φ
７８．５×内径φ６６．６程度に設定される。
【００２７】
　図１に示すように、本実施形態の押出装置２０は、略円筒状のマントル２の軸線方向（
図１における左右方向）の一方側（図１における左側）に、製造する金属管Ｐの外径を規
制して外周を形成する略リング状のダイス３を備えている。例えばダイス３としては、所
謂フローティングダイスが用いられる。また、マントル２の内径と略同一又は僅かに小さ
な外径を有する略リング状のダミーブロック４が、マントル２の内部を軸線方向に移動可
能に配設される。
【００２８】
　また、ダミーブロック４の他方側の端面には、略多段円柱状のプッシャー５が、その小
径部分の一方側の端面を当接して配設される。プッシャー５の一方側の端面の外径は、マ
ントル２の内径より小径に、かつ、ダミーブロック４の内径より大径に形成される。また
、プッシャー５の一方側の端面の略中央には、軸線方向に延びる略円筒状のマンドレル１
の基端が着脱可能に装着される。マンドレル１の外径は、ダミーブロック４の内径と略同
一又は僅かに小さく設定される。マンドレル１及びプッシャー５は、マントル２及びダイ
ス３と軸線方向に相対移動可能とされている。
【００２９】
　図２に示すように、マンドレル１は、一方側（図２における左側）の先端を封止された
略円筒状の外装部１１と、この外装部１１に他方側（図２における右側）の基端から挿入
され、外装部１１の延在する長手方向（図２における左右方向）に延びる略円筒状の冷却
水供給管（流体供給部）１２とを備えている。外装部１１は、その肉厚ｔが長手方向の各
部で略一定に設定される。冷却水供給管１２の外周には、長手方向及び周方向に互いに間
隔を開けて配された複数の冷却水噴出穴（流体噴出穴）１３が設けられている。また、冷
却水供給管１２の基端部分は、プッシャー５を介し図示しない冷却水供給手段に接続され
ていて、冷却水Ｃを供給される構成となっている。
【００３０】
　また、マンドレル１の基端のダミーブロック４及びプッシャー５に対応する部分近傍に
は、冷却水Ｃが外装部１１との熱交換に用いられた後の排水Ｈを流すための流路が形成さ
れており、この流路が冷却水排出部（流体排出部）１４とされている。すなわち、マンド
レル１の基端近傍における外装部１と冷却水供給管１２との間の略円筒状の間隙が冷却水
排出部１４とされており、冷却水排出部１４の他方側の基端部分は、プッシャー５を介し
図示しない排水手段に接続されていて、マンドレル１から排水Ｈを排出する構成とされる
。
【００３１】
　次いで、本実施形態の押出装置２０を用いて押し出しにより金属管Ｐを製造する手順に
ついて説明する。
　まず、図３に示すように、マンドレル加熱工程（加熱工程）として、押出装置２０から
取り外した状態のマンドレル１を、加熱炉等で予め加熱しておく。このマンドレル１の加
熱は、押し出し時のマンドレル１の設定温度（目標設定温度）よりも昇温させるように行
う。
【００３２】
　次いで、加熱したマンドレル１を押出装置２０のプッシャー５に取り付け、マンドレル
温度調整工程（温度調整工程）として、マンドレル１をバーナーで加熱するとともに潤滑
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油等の潤滑剤を塗布する作業と、マンドレル１の内部に冷却水Ｃを流すことで該マンドレ
ル１の温度を降下させる作業と、マンドレル１の延在する長手方向の温度差を確認する作
業と、を適宜行う。
【００３３】
　すなわち、温度調整工程のうちの一つの作業として、プッシャー５に装着したマンドレ
ル１を軸線周りに回転させながら、作業者が、マンドレル１の外装部１１をバーナーで加
熱するとともに潤滑剤を塗布し、マンドレル１の色、潤滑剤の蒸発状態又は燃焼状態、潤
滑剤が燃焼する炎の色等からマンドレル１の表面温度を判断しながら、潤滑剤をマンドレ
ル１全体に斑無く塗布する。この潤滑剤としては、例えば「日本アチソン社製・オイルダ
ック」等の押出加工用の潤滑油を用いることが好ましい。
【００３４】
　また、温度調整工程のうちの他の作業として、予め押し出しの設定温度より昇温させた
マンドレル１の冷却水供給管１２に冷却水Ｃを供給して、冷却水Ｃと外装部１１との間で
熱交換させることで、外装部１１の表面温度を設定温度に降下させる。マンドレル１の外
装部１１の設定温度は、例えば３５０℃程度とされる。
【００３５】
　また、温度調整工程のうちの前述の２つの作業とは別の作業として、例えば放射温度計
による温度差測定やサーモグラフィ等の測定機器を用いて、マンドレル１の外装部１１の
長手方向の各部における温度の状態を確認し、温度斑が無いように加熱又は冷却し調整す
る。詳しくは、外装部１１のビレットＭに対応する部分の長手方向の各部における温度差
を確認し、この温度差が設定温度の２０℃以内の範囲に収まるように調整する。
【００３６】
　温度調整工程の前述の３つの作業は、外装部１１の表面温度が設定温度とされ、その長
手方向の各部における温度差が２０℃以内の範囲に収まり、潤滑剤が斑無く塗布された状
態となるまで、必要に応じ適宜繰り返し行う。また、繰り返し前述の３つの作業を行うに
際し、作業の順序は限定されない。
【００３７】
　一方、押出装置２０のマントル２の内部には、予め加熱したビレットＭを挿入しておく
。挿入されたビレットＭは、その軸線方向の一方側の端面をダイス３の他方側（図１にお
ける右側）の端面に当接し、軸線方向の他方側の端面をダミーブロック４の一方側の端面
に当接して配される。
【００３８】
　次いで、押出工程として、まずマントル２の内部に配したビレットＭを、アプセット工
程を経て充満させる。次にマンドレル１を用いてビレット中心をピアシングし、マンドレ
ル１及びダミーブロック４により軸線方向の一方側に押し出して、金属管Ｐを製造する。
【００３９】
　以上説明したように、本実施形態のマンドレル１を用いた押出装置２０の押し出しによ
る金属管Ｐの製造によれば、マンドレル１の温度調整工程のうちの一つの作業として、マ
ンドレル１の外周をバーナーで再加熱するとともに潤滑剤を塗布するので、作業者が、マ
ンドレル１の表面温度を、該マンドレル１の色、潤滑剤の蒸発状態又は燃焼状態、潤滑剤
が燃焼する炎の色等から判断して、バーナーで加熱しながらマンドレル１全体に略均一の
温度となるように調整するとともに潤滑剤の塗布を斑無く均一に行える。
【００４０】
　また、温度調整工程のうちの他の作業として、マンドレル１の内部に冷却水Ｃを流すこ
とでマンドレル１の温度を降下させるので、温度調整が短時間で行える。すなわち、加熱
工程で予め押し出しの設定温度よりも昇温させた状態のマンドレル１を、内部に流れる冷
却水Ｃを用いて冷却し、迅速に設定温度に向け降下させるようにしている。よって、例え
ば温度調整を低温から高温に向け加熱により行うような場合に比べ、短時間でより精度よ
く調整作業が行える。
【００４１】
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　また、温度調整工程のうちの前述の２つの作業とは別の作業として、マンドレル１の長
手方向の温度差を確認するので、マンドレル１の長手方向の潤滑状態が安定し、押し出し
時にマンドレル１の位置が早期にセンタリングされ安定する。すなわち、従来のように、
マンドレル１の長手方向の温度差が比較的大きいことに起因し潤滑状態の差及び変動が発
生して、押し出し時にマンドレル１の位置がなかなか安定せず、偏肉不良の領域が増大す
るようなことが防止される。
【００４２】
　このようにマンドレル１の温度調整工程が行われた後、ビレットＭの押し出し（押出工
程）を行うことで、より滑らかに押し出し加工が行われるので、金属管Ｐの周方向や長手
方向の偏肉不良が防止され、かつ、潤滑剤の塗布斑等に起因した焼き付き不良などの外観
不良が防止されて、品質が大幅に向上する。さらに、本実施形態では、この温度差を２０
℃以内の範囲に設定したので、マンドレル１の潤滑状態が安定し、押し出し時に、マンド
レル１が早期にセンタリングし、押し出した金属管Ｐの偏肉不良や外観不良がより確実に
防止され、品質の高い金属管Ｐが製造できる。
【００４３】
　また、このような温度調整工程を設けることで、特に押し出し初期の偏肉不良部分が金
属管Ｐの長手方向の８００ｍｍ以下にまで低減され、歩留まりが飛躍的に向上する。すな
わち、従来のように、例えばマンドレル１の外装部１１の長手方向の温度調整を行わず、
長手方向の各部の温度差が７０℃～９０℃程度の状態で押し出しを行った場合には、押し
出し初期の偏肉不良部分が１５００ｍｍ～２０００ｍｍ程度にも及び歩留まりが悪くなる
が、このようなことが防止される。
【００４４】
　また、押し出し初期から長手方向の８００ｍｍを超えて製造された金属管Ｐにおいては
、偏肉が周方向および長手方向の各部で０．７ｍｍ以下に収まり、肉厚の精度が充分に確
保される。従って、偏肉不良が確実に防止され、押し出し初期以外の金属管Ｐにおける製
品歩留まりも向上して、製作費用が低減される。また、製造後の偏肉検査工程を削減でき
るので、生産性が向上する。
【００４５】
　また、押し出した金属管Ｐの寸法精度が充分に確保されるとともに、表面品質が向上す
るため、製造後に切削加工等を特に必要としない所謂ネットシェイプ部品として用いるこ
とができる。
　さらに、本実施形態のように比較的外形の大きなビレットＭを用いた場合でも、従来に
比し押出圧力を低減させることができるので、一度で押し出しできる金属管Ｐの全長が増
大し、作業性及び生産性が向上する。
【００４６】
　詳しくは、従来のビレットが、例えばφ２００ｍｍ×Ｌ４１０ｍｍ程度の外形を有し、
一度の押し出しで製造される金属管の全長が８ｍ程度とされるのに比し、本実施形態では
、ビレットＭがφ２５０ｍｍ×Ｌ５５０ｍｍ程度の外形を有し、一度の押し出しで製造さ
れる金属管Ｐの全長が１８ｍ程度にまで増大する。
【００４７】
　また、マンドレル１は、冷却水供給管１２に冷却水Ｃを流すことで、各冷却水噴出穴１
３から冷却水Ｃを噴出させるとともに、噴出した冷却水Ｃが外装部１１と冷却水供給管１
２との間隙に充満して乱流を起こすように外装部１１との間で熱交換された後、冷却水排
出部１４から外部へと排出されるので、外装部１１を長手方向に温度斑無く略均一に冷却
することができる。
【００４８】
　よって、例えば従来のように、冷却水供給管１２の先端のみに冷却水噴出穴１３を設け
た場合に、冷却水噴出穴１３から噴出した冷却水Ｃが外装部１１と冷却水供給管１２との
間を基端側へ向け流れるに連れ漸次温度上昇して、外装部１１を長手方向に均一に冷却で
きなくなるようなことが防止される。
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　また、このようにマンドレル１が冷却されることで、該マンドレル１の剛性が確保され
、押し出し時の曲がり等の変形が防止されるので、マンドレル１の寿命が延長される。
【００４９】
　尚、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、本実施形態では、外装部１１の肉厚ｔが、長手方向の各部において略一定に設
定され、冷却水供給管１２の外周の長手方向及び周方向に互いに間隔を開け複数の冷却水
噴出穴１３が設けられることとして説明したが、これに限定されるものではない。
【００５０】
　図４は、本発明の一実施形態に係るマンドレルの変形例を示す概略側断面図であり、マ
ンドレル２１の外装部３１は、長手方向の基端側（図４における右側）から先端側（図４
における左側）に向かうに連れ、漸次その肉厚ｔを増大させて形成される。また、冷却水
供給管（流体供給部）３２は、その長手方向の先端に冷却水噴出穴（流体噴出穴）３３を
有している。
【００５１】
　このような構成のマンドレル２１によれば、冷却水供給管３２に冷却水Ｃを流すことで
、冷却水噴出穴３３から冷却水Ｃが噴出するとともに、噴出した冷却水Ｃが外装部３１と
冷却水供給管３２との間隙を基端側へと流れ、外装部３１との間で熱交換された後、冷却
水排出部１４から外部へ排出される。ここで、外装部３１の肉厚ｔは、長手方向の基端側
から先端側に向かうに連れ漸次その肉厚を増大させて形成されるので、基端側から先端側
に向かうに連れ漸次その蓄熱量が増大することとなる。
【００５２】
　すなわち、冷却水供給管３２の先端から噴出された冷却水Ｃは、蓄熱量の大きい先端側
から蓄熱量の少ない基端側へ向け流されながら外装部３１との熱交換を行うため、外装部
３１の外周の温度は、長手方向に略均一に温度調整される。よって、従来のように、外装
部３１の肉厚ｔを長手方向に略均一に形成するとともに冷却水Ｃを冷却水供給管３２の先
端のみから噴出した場合に、外装部３１の先端側が基端側に比べ大きく温度降下し、マン
ドレル２１の長手方向の温度差が増大するようなことが防止される。
【００５３】
　また本実施形態では、黄銅等からなる銅合金製のビレットＭを用いることとして説明し
たが、ビレットＭの材質はこれに限定されるものではなく、それ以外の金属材料であって
も構わない。
　また金属管Ｐの断面寸法やビレットＭの外形寸法は本実施形態に限定されるものではな
い。
　また、本実施形態では略円柱状のビレットＭを用いることとして説明したが、それ以外
の形状であってもよく、例えば略円筒状のビレットＭを用いても構わない。
【００５４】
　また、本実施形態ではマンドレル１，２１の内部に冷却水Ｃを流し外装部１１，３１を
冷却させることとして説明したが、冷却水Ｃ以外の流体を用いてもよく、例えばエアや溶
剤等としても構わない。
【００５５】
　また、本実施形態では、温度調整工程におけるマンドレル１，２１の長手方向の温度差
を２０℃以内の範囲に設定することとして説明したが、温度差は本実施形態に限定される
ものではない。
【００５６】
　また、本実施形態では、温度調整工程においてマンドレル１を冷却水Ｃで冷却し該マン
ドレル１の温度を設定温度へ向け降下させることとして説明したが、これに限定されるも
のではなく、例えば温度調整工程においてマンドレル１をバーナーで加熱し該マンドレル
１の温度を設定温度へ向け昇温させることとしても構わない。
　また、加熱工程においてマンドレル１を設定温度に対し略同一又は僅かに低い温度にな
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るまで加熱しておき、次いで温度調整工程においてバーナーでさらに加熱して該マンドレ
ル１の温度を設定温度よりも昇温させた後、マンドレル１を冷却して設定温度へ降下させ
ることとしても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の一実施形態に係る押出装置の概略構成を示す側断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るマンドレルの概略構成を示す側断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る押し出しによる金属管の製造手順を説明する図である
。
【図４】本発明の一実施形態に係るマンドレルの変形例を示す概略側断面図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１，２１　マンドレル
　３　ダイス
　１１，３１　外装部
　１２，３２　冷却水供給管（流体供給部）
　１３，３３　冷却水噴出穴（流体噴出穴）
　１４　冷却水排出部（流体排出部）
　２０　押出装置
　Ｍ　ビレット（金属材料）
　Ｐ　金属管
　ｔ　外装部の肉厚

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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